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相 馬 市 民 憲 章 

美しい相馬の海と山とを、うたいつぐふるさ 

とのうたと共に、あすのくらしにのこそう。 

報徳の訓えに心をはげまし、うまずたゆまず 

豊かな相馬をきずこう。 

ふるきをたずね、新しい相馬のまちづくリに 

一人一人の力をかたむけよう。 

東
日
本
大
震
災 

無
料
法
律
相
談
会 

震
災
に
よ
り
様
々
な
法
律
問
題 

で
お
悩
み
の
方
を
対
象
に
、
無
料 

法
律
相
談
を
行
い
ま
す
。
ど
ん
な 

小
さ
な
相
談
で
も
構
い
ま
せ
ん
。 

電
話
に
よ
る
相
談(

3
3
7
2 
2 
o 

6)

も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
ど 

ぅ
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

例
え
ば•

 
•

 
• 

Q
.
震
災
に
よ
り
住
宅
が
倒
壊
し
、 

住
宅
ロ
ー
ン
も
支
払
え
な
く
な
っ 

て
し
ま
つ
た
。 

Q
.
震
災
に
よ
り
職
を
失
い
、
今 

後
の
生
活
は
ど
ぅ
す
れ
ば
よ
い
の
か
。 

Q
.
震
災
に
よ
り
会
社
が
被
災
し 

た
が
、
失
業
給
付
は
受
け
ら
れ
る 

の
か
。 

Q
.
家
族
が
行
方
不
明
に
な
っ
て 

し
ま
っ
た
が
、
財
産
管
理
は
ど
ぅ 

す
れ
ば
い
い
の
か
。 

•
日
時
4
月
1
1
日〜

平
日
• 

1
4
時〜

1
9
時 

•
場
所
相
馬
市
役
所
分
庁
舎 

第
ー
会
議
室(

2
F)

 
(

3
3
7
2 

2
0
6
} 

•
主
催
福
島
県
弁
護
士
会 

•
後
援
相
馬
市
四
団
体
協
譜
会 

(

司
法
書
士
会•

行
政
書
士
会•

 

土
地
家
屋
調
査
士
会
.
税
理
士 

会) 

參
問
い
合
わ
せ
先
生
活
環
境
課 

(

3
3
7
2
1
4
4)

 

無
料
電
話
法
律
相
談 

福
島
県
弁
護
士
会
は
、
被
災
さ 

れ
た
方
に
対
す
る
法
的
支
援
の
た 

め
、
被
災
者
を
対
象
と
す
る
無
料 

法
律
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

參
相
談
時
間
平
日
.
1
4
時〜

比 

時 •
電
話
番
号 

V
O 
2
4—

5
3
4—

1
2
1
1 

• 
o 
2 
4—

一

9
2
5—

6
5
1
1 

•
〇 
2 
4 
2—

2 
7 

2 
5 
2 
2 

か
か
り
に
く
い
場
合
は
、
支
援 

弁
護
士
会
の
次
の
電
話
相
談
も
ご 

利
用
く
だ
さ
い
。 

《

日
本
弁
護
士
連
合
会
な
ど》

 

•
相
談
日
時
平
日•

1
0
時
か
ら 

1
5
時 

•
電
話
番
号 

〇
1
2
〇—

3
6 

6
1
5 
5 
6 

(

フ
リ
丨
ダ
イ
ヤ 

ル) 

《
新
潟
県
弁
護
士
会》

 
參
相
談
日
時
平
日•

2

時
か
ら 

1
6
時(

予
約
不
要)

 

•
電
話
番
号 

o 
2 
5—

2
2
2 

—
—

5 
5
3
3 

(

音
声
案
内
に
し
た
が
い
、 

1
1
2」

を
押
し
て
く
だ
さ
い)

 

《

山
形
県
弁
護
士
会》

 

9
相
談
日
時
平
日
.
1
3
時
か
ら 

1
6
時 

•
電
話
番
号 

〇
1
2
〇
I
2
5 

o
！
3 
7 

2(

フ
リ
丨
ダ
イ
ヤ 

ル) 

《

秋
田
県
弁
護
士
会》

 

•
相
談
日
時
平
曰•

1
3
時
か
ら 

1
6
時 

•
電
話
番
号 

〇
1 
8 

—

8 
6 
2 

3 
7 
7 
5 

《

札
幌
弁
護
士
会》

 

•
相
談
日
時
毎
日•

1
0
時
か
ら 

1
5
時 

•
電
話
番
号 

〇
1
2
〇—

3 
2 

5 

1
o
1(

フ
リ
1
ダ
イ
ヤ 

ル) 

「

リ
災
証
明
書」

の
発
行 

市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
関 

す
る「

り
災
証
明
書」

を
発
行
し 

ま
す
。 

混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
お
時 

間
に
余
裕
を
み
て
ご
来
庁
く
だ
さ 

r

 

o 

L
V _

時
間
8
時
如
分〜

卩
時 

•
受
付
場
所
税
務
課
カ
ウ
ン 

タ
丨(

市
役
所
1
階)

 

※
原
則
後
日
発
行 

•
対
象
者 

東
日
本
大
震
災
で
住
宅
な
ど
の 

被
害
を
受
け
た
方 

•
申
請
時
に
必
要
な
も
の 

•
印
か
ん
ま
た
は
母
印 

•
地
震
に
よ
る
被
害
の
場
合
、
内 

容
が
確
認
で
き
る
写
真
な
ど 

写
真
は
現
像
ま
た
は
印
刷
し
た 

も
の
。
受
付
で
は
写
真
の
印
刷
は 

で
き
ま
せ
ん
。 

※
津
波
に
よ
り
家
屋
が
流
出
し
た 

方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
地
域
防
災
対 

策
室 

S
3
7
2
1
2
1)

 

狂
犬
病
予
防
の
集
合
注
射 

は
中
止
し
ま
す 

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射(

各
地 

区
巡
回
注
射)

の
5
月
実
施
は
中 

止
し
ま
す
。
動
物
病
院
で
の
注
射 

は
可
能
で
す
の
で
、
掛
か
り
付
け 

の
動
物
病
院
に
て
注
射
を
受
け
さ 

せ
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
今
年
度
の
実
施
の
有
無 

に
つ
い
て
は
今
後
の
状
況
を
見
な 

が
ら
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

ま
た
、
死
亡
し
た
犬
に
つ
い
て 

登
録
を
抹
消
す
る
必
要
が
あ
り
ま 

す
の
で
生
活
環
境
課
ま
で
ご
連
絡 

く
だ
さ
い
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
生
活
環
境
課 

(

S
3
7
2
1
4
3)

 

休
圍
し
ま
す 

松
川
浦
環
境
公
園 

松
川
浦
環
境
公
園
は
東
日
本
大 

震
災
の
津
波
に
よ
る
建
物
半
壊
と 

土
砂
流
入
に
よ
り
、
当
分
の
間
休 

園
し
ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
相
馬
方
部
衛 

生
組
合(

S
リ
2
2
4 
5)

 



相馬市からのお知らせを 

. ラ ジ オ で 放 送 し て い ま す . 

芒ラまさL1がL1エフエム 

周波数：76.6 メガヘルツ 

放送時間：常時 

定 時 放 送 は 9 時 、 1 3 時 、 1 7 時 

休日歯科当番医 

4月17日（日） 佐 藤 科 中村字新町 36-0707 

4月24曰（曰） 菅 野 歯 科 医 院 塚ノ町2丁目 36-1525 

4月29日（金） 斉 藤 症 03 科 医 院 中村字錦町 36-2625 

5月1日（日） 梶 田 歯 科 医 院 中村2 丁目 36-1551 

5月3曰（火） 篠 山 歯 科 医 院 沖ノ内2丁目 36-1622 

5月4曰（水） 新 開 歯 科 医 院 中村字宇多川町 36-3214 

5月5日（木） 原 田 歯 科 医 院中村字北町 35-2557 

休日当番医 
4月17日（日） 阿 部 ク リ ニ ッ ク | 中 村 1 丁 目 35-2553 

4月24日（日） 柏 村 内 科 胃 腸 科 中村2 丁目丨36-6636 

4月29日（金） 羽 根 田 医 院 沖ノ内2丁目 35-2970 

5月1曰（曰） 浜通リふれあい診療所 沖ノ内1丁目 26-7100 

5月3曰（火） 大 石 医 院 | 中 村 字 大 町 35-3451 

5月4日（水） ふなばし内科クリニック 中村字塚田 35-1500 

5月5曰（木） 八 卷 ク リ ニ ッ ク 中村1丁目 37-7117 

※診療時間は9:00〜16:00 

※診療時間は9:00〜16:00 

※救急医療病院は公立相馬総合病院36-5101) 

相 馬 中 央 病 院 （ S 36-6611) 

H23. 4 . 1 5 広 報 そ う ま © 

3月分まで 4月分より 

全部支給の方 41,720 円 41,550 円 

一部支給の方 41,710 〜9,850 円 41,540 〜9,810 円 

タ
ー 

S
3
5
4
4
7
7)

 

児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額 

が
改
定
さ
れ
ま
す 

児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額
が
4 

月
分(

8
月
1
1
日
支
給)

よ
り
改 

定
さ
れ
ま
す
。 

児
童
扶
養
手
当
と
は
、
1
8
歳
に 

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
3
月
3
1 

日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
を
育
て 

て
い
る
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
も 

し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に
か 

わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い 

る
方
に
支
給
さ
れ
て
い
る
手
当
で 

す
。 

7年の指数 

.ありません。 変更; る額は: 

※平成22年の消費者物価指数が平成 

を下回ることによる改定です。 

※児童2人以上に加算され. 

參
対
象
市
内
•
近
隣
市
町
村
在 

住
の
成
人
の
方 

•
募
集
人
数
4
0
名 

•
受
講
申
込 

5
月
ー
日(

日)
 

か
ら
受
付 

•
申
込
•
問
い
合
わ
せ
先
図
書 

館(

S
3
7
2
6
3
0)

 

も
り
つ
こ
サ
ポ
丨
卜
の 

事
務
局
が
変
わ
り
ま
す 

4
月
1
日
よ
り
当
事
業
が「

相 

馬
市
中
央
児
童
セ
ン
タ
ー
指
定
管 

理
者」

の
業
務
と
な
る
こ
と
か
ら
、 

次
の
よ
ぅ
に
事
務
局
が
変
更
に
な 

り
ま
し
た
。 

•
変
更
前=

=

社
会
福
祉
課(

S
3
7 

2
2
0
4
} 

•
変
更
後=

相
馬
市
中
央
児
童
セ 

ン
タ
ー•

中
村
字
n
沼
M 

(

S
3
5 

2
〇
〇
8 

)
 

•
問
い
合
わ
せ
先
社
会
福
祉
課 

児
童
家
庭
係(

0
3
7
2
2
0
4 

)
 

相
馬
市
図
書
館
の
開
館 

図
書
館
で
は
、
こ
の
た
び
の
地 

震
に
よ
り
臨
時
休
館
し
て
い
ま
し 

た
が
、
4
月
比
日(

土)

か
ら
開 

館
し
ま
す
。
閉
架
書
庫
の
図
書
資 

料
は
一
部
貸
し
出
し
で
き
ま
せ
ん 

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

な
お
、
借
り
て
い
た
図
書
資
料 

を
今
回
の
震
災
で
紛
失
さ
れ
た
方 

は
、
図
書
館
ま
で
お
知
ら
せ
く
だ 

さ
い
。 

•
開
館
時
間
当
分
の
間
1
0
時 

〜

ワ
時 

•
問
い
合
わ
せ
先
図
書
館(

S 

3
7
2
6
3
0)

 

文
学
講
座
受
講
生
募
集 

図
書
館
で
は
、
優
れ
た
文
学
作 

品
に
接
し「

心
の
豊
か
さ」

を
は 

ぐ
く
む
た
め「

文
学
講
座」

を
次 

に
よ
り
開
催
し
ま
す
。 

•
日
時
6
月〜

平
成
M
年
3
月 

の
第 

一
土
曜
日(

全S

回)

B
時 

3
0
分〜
た
だ
し
、
平
成
M
年
1 

月
の
み
第
2
土
曜
日 

•
場
所
振
興
ビ
ル
6
階
第 

2
会
議
室 

參
内
容「

源
氏
物
語
玉
鬟
十 

帖」
 

•
講
師
柴
田
次
男
氏(

前
新
地 

高
校
教
諭)

 

•
受
講
料
2
、
o
o
o
円(

テ 

キ
ス
ト
代
、
会
場
費
な
ど)

 

妊
婦|

般
健
康
診
査
受
診 

粟
の
変
更
の
手
続
き
を
し 

て
く
だ
さ
い 

4
月
1
曰
か
ら
市
の
妊
婦
一
般 

健
康
診
査
公
費
負
担
の
内
容
が
変 

更
に
な
り
ま
し
た
。 

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
、
先
に
交 

付
し
て
い
る
妊
婦
一
般
健
康
診
査 

受
診
粟
を
変
更
し
ま
す
の
で
、
本 

人
ま
た
は
家
族
の
方
が
お
持
ち
く 

だ
さ
い
。
ま
た
、
転
入
さ
れ
た
妊 

婦
の
方
も
対
象
と
な
り
ま
す
。 

な
お
、
母
子
健
康
手
帳
を
交
付 

し
た
方
に
は
、
変
更
の
通
知
書
を 

お
送
り
し
ま
し
た
。 

參
対
象
者
相
馬
市
に
住
所
を
有 

し
4
月
1
日
以
降
に
妊
婦
一
般
健 

康
診
査
の
妊
娠
前
期(

ピ
ン
ク 

(
!
))

、
妊
娠
後
期(

ブ
ル
丨
(
2
)) 

を
受
け
る
妊
婦 

•
変
更
健
診
項
目
内
容 

•
妊
娠
前
期(

ピ
ン
ク
®)

=

子 

宮
類
が
ん
検
診
結
果
の
表
記
修
正 

•
妊
娠
後
期(

ブ
ル
丨
(
!
)) 

H
H 

T
L
V 

I
I
ク
ラ
ミ
シ
ア
検
査 

実
施
の
実
施 

•
手
続
日
時
月
曜
日
か
ら
金
曜 

日(

祝
日
を
除
く)

 

8
時
3
0
分〜

 

1
7
時 

•
場
所
市
保
健
セ
ン
タ
ー 

•
持
参
物
©
母
子
健
康
手
帳 

©
妊
婦
一
般
健
康
診
査
受
診
粟 

•
問
い
合
わ
せ
先
市
保
健
セ
ン 



直行臨時バス 下記問い合わせ先企画政策課（ S 37-2132) 

相馬•新地間〜福島 

福島交通（ S 024-531-2706) 

時刻表（福島4相馬•新地） 

•所要時間約90分（福島駅東口〜相馬営業所間） 

•運賃 

•福島〜相馬大人片道1, 0 0 0円（小児50 0円） 

•福島〜新地大人片道1, 5 0 0円（小児75 0円） 

•相馬〜新地大人片道50 0円（小児25 0円） 

予約は不要です。 

時刻表（相馬*新地ニ福島） 

停車場所 時 謝 停車場所 時 刻 

福島駅東口 
(乗車のみ） 

8:20 10:00 16:00 18:30 
新地町役場（新地小川） 
(乗車のみ） 

7:15 10:45 13:25 18:05 

福島市役所入口 
(乗車のみ） 

8:25 10:05 16:05 18:35 
福島交通相馬営業所 
(乗降可能※） 

7:35 11:05 13:45 18:25 

相馬市役所前 
(乗降可能※） 

9:45 11:25 17:25 19:55 
相馬市役所前 
(乗降可能※） 

7:40 11:10 13:50 18:30 

福島交通相馬営業所 
(乗降可能※） 

9:50 11:30 17:30 20:00 
福島市役所入口 
(降車のみ） 

9:00 12:30 15:10 19:50 

新地町役場（新地小川） 
(降車のみ） 

10:10 11:50 17:50 20:20 
福島駅東口 
(降車のみ） 

9:05 12:35 15:15 19:55 

※相馬市役所前分福島交通相馬営業所間のみの乗降車はできません。 

相馬•新地〜仙台 

問い合わせ先 

福島交通（ S 0244-36-2171) 

宮城交通（ S 022-771-5310) 

時刻表（相馬•新地ラ仙台） 

•所要時間約85分(相馬市役所前〜仙台駅前間） 

•運賃大人片道1 , 5 0 0円（小児7 5 0円） 

予約は不要です。 

時刻表（仙台=> 相馬•新地） 

レ」“：暴 時 刻 

相馬市役所前 
(乗車のみ） 

6:30 10:00 15:00 17:00 

福島交通相馬営業所 
(乗車のみ） 

6:35 10:05 15:05 17:05 

新地町役場（新地小川） 
(乗車のみ） 

6:55 10:25 15:25 17:25 

仙台駅前（宮城交通仙 
台高速バスセンター） 
(降車のみ） 

7:55 11:25 16:25 18:25 

停車場所
:

t 時 刻 

仙台駅前（宮城交通仙 
台高速バスセンター） 

(乗車のみ） 
7:30 9:00 14:30 18:30 

新地町役場（新地小川） 
(降車のみ） 

8:30 10:00 15:30 19:30 

福島交通相馬営業所 
(降車のみ） 

8:50 10:20 15:50 19:50 

相馬市役所前 
(降車のみ） 

8:55 10:25 15:55 19:55 

纏馬〜仙台 

問い合わせ先 

はらまち旅行宮城営業所 

(S 0224-25-7998) 

•運行ルート福島地方法務局相馬支局前 

(塚ノ町一丁目12 — 1 ) — 仙 台 駅 東 口 

※1曰1便（土日も運行） 

•運賃大人片道1,5 0 0円（乗車時に現金収受） 

往路（相馬冷仙台） 

福島地方法務局前6時30分出発 

ブ仙台駅東口到着 

復路（仙台=>相馬） 

仙台駅東口18時3 0分出発 

=»福島地方法務局相馬支局前到着 

@ 広 報 そ う ま H 2 3 . 4.15 
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市税など 
減免申請書の 

受付を行います 
春問い合わせ先 

税務課 

(e 37-2127 • 37-2128) 

平成23年度軽自動車税•固定資産税 

衲期の変更 
• 問い合わせ先市民税係（ S 37 - 2127)固定資産税係(S 37 - 2128) 

税目 変更前衲期 変更後衲期後 衲付書 
発送日 

軽自動車税 5月 1 1日〜 3 1日 7 月 1 1 曰 〜 8 月 1 曰 

7月〗0日 
固定資産税 

第 1 期 4 月 1 1 日 〜 5 月 2 日 7 月 1 1 日 〜 8 月 1 日 7月〗0日 
固定資産税 

第 2 期 ゥ 月 1 1 日 〜 8 月 1 日 9 月 1 1 日 〜 9 月 3 0 日 

7月〗0日 

平成22年度随時課税分で衲税通知書が届いた方へ 

衲期限の変更 •問い合わせ先市民税係（S 37 2127) 

税目など 変更前衲期限 変更後衲期限 
衲付書 
発送月 

個人住民税 
普通徴収•随時分 3 月 3 1 日 5 月 3 1 曰 

個人住民税 

特別徴収•3月分 4 月 1 1 曰 5 月 1 0 日 

国民健康保険税 随時分 

3月 
法人市民税※ 3月申告衲付分 

3月 3 1 日 5 月 3 1 日 

3月 

介護保険料 随時分 
3月 3 1 日 5 月 3 1 日 

後期高齢者保険料 随時分 

※法人市民税は、再延長する場合もあります。（国税庁告示第8号により法人税の申告衲 
付が別途国税庁告示で定める期日まで延長） 

軽自動車継続審査（車検）用 

衲 税 証 明 書 の 有 効 期 限 変 更 • 問 い 合 わ せ 先 市 民 税 係 （ S 37-2127) 

変更前の有効期限 変更後の有効期限 

軽自動車継続審査（車検）用の有効期限 5 月 3 0 日 7 月 3 1 曰 

上記月日はすべて平成23年 

市
で
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ 

り
被
害
の
あ
っ
た
方
の
市
税
な
ど 

の
減
免
申
請
書
の
受
付
を
行
い
ま 

す
。
減
免
内
容
に
つ
い
て
は
、
後 

日
あ
ら
た
め
て
ご
連
絡
し
ま
す
。 

な
お
、
税
の
減
免
に
は「

り
災 

証
明
書」

の
写
し
が
必
要
と
な
り 

ま
す
の
で
、「

り
災
証
明
書」

の 

申
請
も
お
願
い
し
ま
す
。 

•
申
請
窓
口
税
務
課(

市
役
所 

1
階) 

•
減
免
さ
れ
る
税
•
市
県
民
税 

•
固
定
資
産
税
•
軽
自
動
車
税
V 

国
民
健
康
保
険
税
•
介
護
保
険
料 

•
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

税 
務 
課 
か 
b 

の 
お 
知 
b 
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税
の
衲
期
、
衲
税
証
明
書
の
有
効
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限
を
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し
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す 
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